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主 文 

 １ 被告人を無期懲役に処する。 

 ２ 未決勾留日数中１００日をその刑に算入する。 

 ３ 押収してある牛刀の刀身部分１丁（平成２９年押第６号符号１）及

び柄部２点（同号符号２）を没収する。 

理 由 

（罪となるべき事実） 

 被告人は， 

第１ 知人であるＡ（当時７６歳）から現金を強取する目的で，対応等によっては

同人を殺害することを意図しながら，平成２８年５月９日夕方頃から同月１

０日未明頃までの間，札幌市ａ区・・・・・の同人方に台所窓から侵入し，

同人方において，同人に対し，殺意をもって，牛刀（刃体の長さ約１８．１

センチメートル。主文３項の各物件）でその頸部等を多数回切り付けるなど

し，よって，その頃，同所において，同人を出血性ショックにより死亡させ

て殺害した上，同所にあった同人所有の現金１７５２円を強取し  

第２ 業務その他正当な理由による場合でないのに，前記日時場所において，前記

牛刀１丁を携帯し 

たものである。 

（争点に対する判断） 

 本件の争点は，被告人に強盗の目的が認められるか否かである。 

１ 本件犯行状況等 

  関係証拠によれば，本件犯行状況については，次のとおりであったと認められ

る。 

被告人は，平成２８年５月９日から翌１０日にかけての辺りが暗い時間帯に，

牛刀を持参して被害者方に行き，手袋をはめ，スニーカーを履いたまま，脚立等

を利用して台所窓から被害者方に侵入した。 
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被告人は，被害者方寝室内において，抵抗する被害者に対し，牛刀で，頸部，

顔面及び左前胸部等５０か所を切り付けるなどして被害者を殺害した。その際，

被告人は，右手親指第一関節付近に長さ約４センチメートル，深さ約５ミリメー

トルの切り傷を負うなどした。 

その後，被告人は，被害者方の寝室及び居間を中心に，２階や台所を含め多

数の場所で，たんすの引き出しを開けて中を探るなどの物色行為を行った。また，

被告人は，物置内のバールやドライバーを持ち出して寝室内の金庫をこじ開けよ

うとするなどした。そして，被告人は，被害者が買い物代として別に保管してい

た封筒内の現金１７５２円を抜き取り，被害者方からこれを持ち去った。 

２ 強盗目的の有無 

被告人は，辺りが暗い時間帯に，脚立等がなければ届かない台所の窓からあ

えて侵入し，その後も土足で被害者方の屋内を歩き回っていること，また，持参

した牛刀で被害者を殺害し，被告人自身も負傷したにもかかわらず，そのまま被

害者方にとどまって非常に多くの場所を漁った上で，現金を持ち去っていること

からすれば，被告人が当初から強盗の目的で被害者方に侵入し，被害者を殺害し

たと推認できる。 

加えて，被告人は，平成２８年４月２７日に支給された生活保護費約８万３

０００円をその日のうちに銀行口座から引き出したにもかかわらず，同年５月７

日にはガス料金約１万円の，同月９日には家賃等３万９０００円の支払い延期を

それぞれ申し出るなどしており，本件当時，かなり金に困っていたと認められる。

このような被告人の経済状態を考え合わせると，被告人が強盗目的をもって被害

者方に侵入したことがより強く推認される。  

３ 被告人の供述の信用性 

  これに対して，被告人は強盗目的がなかったと供述する。  

すなわち，被告人は，平成２７年１１月８日，被害者に返済期限などを決め

ずに５万円を貸し付けたところ，被害者がなかなか返済しなかったことから，本



 3 

件当日，その返済を求めるために自宅から牛刀を持参して被害者方を訪れた，玄

関前で被害者に追い返されたことから，台所窓から被害者方に侵入したところ，

台所にいた被害者が居間に招き入れた，居間で被害者と向き合って座り，テーブ

ル上に牛刀を置き，金を返済しないのであれば牛刀で指を詰めろと迫った，する

と被害者が牛刀を右手に持って切り付けてきたため，右手でこれを防ぎ，そのと

きに右手親指にけがを負った，その後，被害者が牛刀を持ったまま寝室に逃げた

ので，その後を追いかけ，寝室で被害者から牛刀を奪い取り，牛刀で被害者を殺

した，被害者を殺害した後，初めて金を取る意思を生じたなどと供述する。  

しかし，被告人の供述には不自然な点が多い。 

まず，被告人が被害者に５万円を貸し付けていたという点については，そも

そも５万円という少なくない金を返済期限も決めずに貸し付けること自体が不自

然である上，当時入居していたグループホームに預けていた９万５０００円から，

被害者に貸す予定で１１月６日に５万円の返金を受けたにもかかわらず，翌７日

にその金でスロットに行ったというのも不自然である。また，グループホームか

ら同月１０日に２万円，同月１６日に１万円の返金を受け，同月１７日にリサイ

クルショップに家電を売却するなどしており，当時被告人には被害者に５万円を

貸すほど経済的に余裕があったとは考えにくいことなどを考え合わせると，この

点に関する被告人の供述は信用できない。 

また，本件当日，被害者が玄関のドアも開けずに被告人を追い返したという

のに，その後，被告人が台所窓から土足で侵入してきたにもかかわらず，そのま

ま被告人を居間に招き入れたという点や，被害者がいきなり牛刀を持って被告人

の顔面付近に振り下ろしてきたところ，被告人がのけ反るなどせず単に右手を上

げてこれを防いだというのも極めて不自然である。さらに，法医学を専門とする

Ｂ医師の証言によれば，被告人の右手親指第一関節付近の切り傷については，傷

の深さや切り口から防御創とは考え難く，むしろ被告人が被害者を牛刀で刺す際

に，右手が滑るなどして牛刀のあご付近で負傷したと考えるのが自然であるとい
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うのであって，被告人の供述は右手親指の傷の状況と整合しない。  

したがって，被告人の供述は全体として信用できない。  

４ 結論 

  以上検討したとおり，本件犯行当時の被告人の行動や経済状態などから強盗目

的が強く推認される一方，強盗目的を否認する被告人の供述は信用できないから，

本件で取り調べた証拠を総合すれば，被告人は，被害者方に侵入し，被害者を殺

害した時点において，強盗目的を有していたと認められる。なお，殺害の態様な

どからすると，被告人は，被害者方侵入後にとっさに殺意を抱いたとは考え難く，

被害者方に侵入する前から，被害者の対応等によっては同人を殺すことを考えて

いたと認められるが，検察官が主張するように，口封じのため必然的に被害者を

殺すことまで考えていたとは認められない。  

（累犯前科） 

平成２０年８月１１日札幌地方裁判所宣告 

   常習特殊窃盗の罪により懲役４年  

   平成２４年６月１１日刑の執行終了 

（法令の適用） 

罰 条 

判示第１の所為のうち         

 住居侵入の点       刑法１３０条前段 

 強盗殺人の点       刑法２４０条後段 

判示第２の所為        銃砲刀剣類所持等取締法３１条の１８第３号，  

              ２２条 

科刑上一罪の処理         刑法５４条１項後段，１０条（判示第１につき，

住居侵入と強盗殺人は手段結果の関係があるので

一罪として重い強盗殺人罪の刑で処断） 

刑 種 の 選 択        判示第１の罪につき無期懲役刑，判示第２の罪
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につき懲役刑を各選択 

累 犯 加 重       刑法５６条１項，５７条（判示第２の罪の刑に

ついて，再犯の加重） 

併 合 罪 の 処 理           刑法４５条前段，４６条２項 

未決勾留日数の算入      刑法２１条 

没 収      刑法１９条１項１号，２項本文（判示第２の犯

罪行為を組成した物） 

訴訟費用の不負担      刑事訴訟法１８１条１項ただし書 

（量刑の理由） 

被告人は，牛刀を持参するなどの必要な準備を整えた上で，現金を奪うために被

害者方に向かい，被害者の対応等によっては同人を殺害することまで考えて，その

居宅に侵入し，被害者を殺害した。その殺害方法は，抵抗する被害者に対し，頸部，

顔面及び左前胸部等身体の重要な部分を数多く牛刀で切り付け，被害者が息絶える

直前から死後にも頸部を切りつけるなどしたのであって，強い殺意に基づく残忍な

ものである。本件犯行のいきさつに酌むべき事情も見当たらない。落ち度のない被

害者の生命が失われたという結果が重大であるのはいうまでもなく，遺族がその死

を悲しみ，被告人に対して，厳しい処罰を望むのも当然である。 

被告人は，法廷で，被害者を殺害したことについて反省の言葉を述べてはいるが，

不合理な弁解に終始しており，自ら犯した罪と向き合っているということはできな

い。加えて，被告人には多数の窃盗前科があり，長期間服役して反省と立ち直りの

機会を与えられてきたにもかかわらず，本件犯行に及んだことからすると，被告人

の刑事責任は誠に重大である。  

そうすると，被告人に対しては，一生をかけてしょく罪の日々を送らせるほかな

く，無期懲役刑を科すのが相当である。 

（求刑 無期懲役，主文掲記の没収） 

平成２９年３月１６日 
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札幌地方裁判所刑事第２部 

 

裁判長裁判官      中 桐 圭 一 
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裁判官      北 島 睦 大 

 


